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       航 空 灯 火 施 設 工 事 及 び 電 気 施 設 工 事 積 算 基 準 

 

第１章 総 則 

 

１－１ 目 的 

  この基準は，航空灯火施設（以下「灯火施設」という）工事及び空港・航 

空路等の航空保安施設用電力設備（発電装置及び無線施設用無停電装置等を 

除く。以下同じ）工事並びに建築物に付帯する電力設備を含む電気設備等の 

施設（以下「電気施設」という）工事を請負に付す場合の標準的費用（以下 

「積算価格」という）等を算出する場合の業務の能率向上と積算の統一及び 

適正化をはかることを目的とする。  

 

１－２ 適 用 

  この基準は，灯火施設及び航空保安施設用電力設備工事並びに電気施設工

事の積算価格の算出に適用する。  

 

１－３ 積 算 価 格 

  積算価格は，予定価格の基礎となるものであり，積算価格の算出は法令及

び別段の定めのあるもののほか，この基準に定めるとおりとする。  

 

１－４ 積算の基本  

 １．積算にあたっては，各工事種目の施工に要する費用を本基準にもとづき

積算するものとする。  

 ２．積算にあたっては，すべて公正を旨とし，いたずらに基準，前例等のみ

にとらわれて現実と離れ，適正を欠くようなことがあってはならない。た

だし処理方法および書式等は事務を円滑にするため，統一するようにつと

める。  

 ３．積算は，工事場所における工事条件及び管理条件を十分把握し，図面，

仕様書等（以下「設計図書」という）及び契約書案にもとづいて行うものと

する。  
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 ４．積算は慎重に行い，特に単位および位取りに注意し，数量，金額等につ

いては，別の観点から概略的に再検討することが必要である。  

 ５．数字の取扱いについては，その数値の重要性，設計図書に表示の有無，

積算の精度，価格に及ぼす影響の大小等を考慮の上適宜処理するものとす

る。  

 ６．積算にあたっては，設計図書によるほか，工事の種類，程度，規模，施

工場所及び環境，他工事との関連，工事期間及び季節，契約上の諸条件，物

価の変動等の実情を考慮するものとする。  

 ７．積算価格は，設計図書の内容の他，機器材料等の資材および労務につい

て，取引の実例，市場の状況，施工の難易，数量の多寡，工期の長短等を考

慮して適正に定めるものとする。  

 ８．主要機器材料の品種，施工方法については，設計図書に示されている範

囲内で最も低額と認められるものによって算出する。なお設計図書に品質

程度等が明示されていない場合は，工事全般との均衡を考慮して処理する。 

 ９．主要機器材料の価格は，特殊な場合を除き時価によって計上し，将来に

対する不確実な変動見込みは含ませない。  
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第２章 積算の体系  

 

２－１ 工事費の構成  

 １．工事費の基本構成  

直接工事費  

純工事費  

工事原価         共通仮設費  

工事価格        現場管理費         共通費  

請負         一般管理費（一般管理費及び付加利益）  

工事費  

消費税等相当額  

負担金  

 ２．工事費の積算価格構成  

材料費    一般材料費  

労務費    工場制作費  

直接   専門工事業者等の諸経費  

純工  工事費  運搬費等  

事費       特許使用料  

                    機械器具費  

工事           仮設材料  

原価  

準備費  

仮設建物費  

工事          共通   工事施設費  

価格          仮設費  環境安全費  

動力用水光熱費  

屋外整理清掃費  

機械器具費  

請負           現場管理費    その他       共通費  

工事費  

一般管理費等（一般管理費及び付加利益）  

｛支給材料｝  

消費税等相当額  

負担金  

               ２－１              (R8.04)  



 ３．製造購入費の構成  

材 料 費 

工場原価  

加 工 費   総 原 価 

工場製作費  

管 理 費 

製造購入費          管理費等  

付加利益 

消費税相当額  

（注）   材料費には，消費税等相当分は含まないものとする。   
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２－２ 工事費の区分  

 

 １．灯火施設及び電力設備並びに電気施設工事は，下記の工事区分により工

事費を計上する。ただし，この工事区分は，新設工事について示しているの

でこれ以外の工事については適宜修正の上適用する。  

 

   工事区分  

    １ 灯火施設工事  

    ２ 電力設備工事  

    ３ 電気施設工事  

 

 ２．直接工事費は，各工事種目に分けて計上する。この種目区分は，財産の

取扱い等に不都合がないように留意し，設計図書に従い区分する。  

 

   工事種目  

    １ 灯火施設工事  

     1) 飛 行 場 灯 台 工 事   16) 離 陸 待 機 警 告 灯 工 事 

     2) 補 助 飛 行 場 灯 台 工 事   17) 誘 導 路 灯 工 事 

     3) 標 準 式 進 入 灯 工 事   18) 誘 導 路 中 心 線 灯 工 事 

     4) 簡 易 式 進 入 灯 工 事   19) 停 止 線 灯 工 事 

     5) 連 鎖 式 閃 光 灯 工 事   20) 高速離脱用誘導路指示灯工事 

     6) 進 入 灯 台 工 事   21) 航空機接近警告灯工事 

     7) 進 入 角 指 示 灯 工 事   22) 滑 走 路 警 戒 灯 工 事 

     8) 旋 回 灯 工 事   23) 誘 導 案 内 灯 工 事 

     9) 進 入 路 指 示 灯 工 事   24) 駐 機 位 置 指 示 灯 工 事 

     10) 滑 走 路 灯 工 事   25) 風 向 灯 工 事 

     11) 滑 走 路 末 端 灯 工 事   26) 禁 止 区 域 灯 工 事 

     12) 滑走路末端識別灯工事   27) エ プ ロ ン 照 明 灯 工 事 

     13) 滑 走 路 中 心 線 灯 工 事   28) ダクトマンホール工事  

     14) 接 地 帯 灯 工 事   29) そ の 他 

     15) 滑 走 路 距 離 灯 工 事    
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    ２ 電力施設工事（航空保安施設用，電気施設用） 

     1) 電 源 設 備 工 事 

     2) 制 御 設 備 工 事 

     3) ダ ク ト マ ン ホ ー ル 工 事 

     4) そ の 他 

    ３ 電気施設工事 

1) 幹 線 設 備 工 事    9) イ ン タ ー ホ ン 設 備 工 事 

     2) 動 力 設 備 工 事   10) 火 災 報 知 設 備 工 事 

     3) 電灯コンセント設備工事   11) 避 雷 設 備 工 事 

     4) 構内電話交換機設備工事   12) 道 路 駐 車 場 設 備 工 事 

     5) 電 話 設 備 工 事   13) 防 護 警 報 設 備 工 事 

     6) 電 気 時 計 設 備 工 事   14) ダ ク ト マ ン ホ ー ル 工 事 

     7) 出 退 表 示 設 備 工 事   15) そ の 他 

     8) Ｔ Ｖ 共 聴 設 備 工 事 

 （注）その他は，特に区分する必要のある工事種目について，区分して記載

する。  

 ３．積算にあたっては，すべてを材料費，労務費，その他の諸要素に分けて

計上する必要はなく，諸要素をあわせた複合費で計上する。  

 

２－３ 積算内訳作成要領  

  積算内訳作成要領は，「航空灯火施設工事及び電気施設工事積算基準等運

用指針」（以下「運用指針」という。）によるものとする。但し，これによ

り難い場合は別に定めることができる。  
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２－４ 工事の積算価格構成の内訳  

 

  積算価格構成の内容は次のとおりとする。  

 

１．直接工事費  

   工事の目的物を施工するにあたり，直接消費される費用でその項目及び

内容は次のとおりである。  

     項 目         内 容 

材料費  

一 般 材 料 費 
工事の施工に要する材料のうち，工場制作  
費を除いた材料の費用。  

工 場 製 作 費 
工事の施工に要する材料のうち，仕様を定  
め特別に製造される材料の費用。  

支 給 材 料 費 
工事の施工に要する材料のうち，支給する  
材料の費用。  

  労 務 費 
工事施工に直接従事する労務者等の賃金，  
試験調整に要する技術者の賃金等。  

  専門工事業者等の諸経費 
専門工事業者等の現場管理費（小器材の消耗
費を含む）及び一般管理費等。  

  運 搬 費 等 
工事の施工に直接要する材料及び労務者等  
を現場事務所等から施工場所までの運搬及  
び重量物等の搬入に要する費用。  

  特 許 使 用 料 
工事の施工に直接要する特許の使用料。  
（技術者等の派遣に要する費用を含む）  

  機 械 器 具 費 
工事の施工に直接要する機械器具の償却，  
修理及び管理費等。  

  仮 設 材 費 
工事の施工に直接要する仮設材の償却費  
等。  
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２．共 通 費  

   直接工事の対象物に施工されるものでなく，各工種に対し共通して使用

されるものの費用。  

  １ 共通仮設費  

    各工種に共通の仮設に要する費用で，その項目及び内容は公共建築工

事共通費積算基準による。  

  

２ 現場管理費  

    工事の施工にあたり，工事現場を管理運営するために必要な費用で，

その項目及び内容は公共建築工事共通費積算基準による。  

 

  ３ 一般管理費等  

    一般管理費等は，工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で，

一般管理費と付加利益等からなる。一般管理費と付加利益等の項目及び

内容は公共建築工事共通費積算基準による。  

 

２－５ 工場製作費の積算価格構成の内訳  

   積算価格構成の内訳は次のとおりとする。  

１．工場原価  

   製品を製作する上において，直接的要素となる費用。     

                

  項 目           内 容 

材 料 費 
 製品の製作に関し，直接的及び補助的に消費される  

 材料の費用  

加 工 費 

 製品の製作に関して，直接的及び間接的に消費される  

 工場従業員の費用で，その内訳は次のとおり。  

①    加工時間 × ②   加工単価  
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２．管理費等 

   製品の製作にあたって，その製品の管理及び企業の継続運営に必要な費

用で，その項目及び内容は，前２－４項の「現場管理費」及び「一般管理費

等」に相当するものである。 

 

３．消費税等相当額 

   消費税等相当額は，消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の適用による消

費税及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の適用による地方消費税額相

当分をいう。 

 

２－６ 工事費の積算方法  

    工事費は，直接工事費，共通仮設費，現場管理費，一般管理費等，支

給材料費，消費税等相当額を区分して積算する。  

    直接工事費については，工事区分，種目毎に区分し，それ以外につい

ては項目ごとに積算する。  

 １．直接工事費  

   直接工事費は，工事区分，工事種目に区分し，航空灯火施設工事及び電

気施設工事の積算標準（以下「積算標準」という。）による積算又は単位施

工あたりの市場での取引価格等に数量を乗じた費用とする。  

  1) 材料費 

    材料費は，工事の施工に必要な材料及び機器の数量並びに単価により

積算する。 

    なお，支給材料又は再使用材料の場合は，品名，数量及び支給又は再

使用の別を明記する。  

   ａ．数 量 

     数量は，設計図書に示された設計数量に基づき，運用指針によって

算出する。  
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ｂ．単 価 

     材料及び機器の単価は，現場渡し価格とし，刊行物等の掲載価格，

製造業者の見積価格等を参考とし，数量の多寡，施工条件等を考慮し

て定める。  

     仮設材料については，原則として材料の損率に基づき損料として積

算するか又は刊行物等の賃貸料を参考として積算する。  

   ｃ．工場製作費  

     工場製作費は，管理された工場において製作する場合の費用であり，

材料費，加工費及び管理費等から構成されており，これらを合算した

ものを計上するものとし，刊行物等の掲載価格，専門工事業者の見積

価格等を参考として算出する。 

  2) 労務費 

    労務費は，施工数量及び労務単価で構成され，積算標準によって積算

する。 

    なお，これによりがたい場合は，刊行物等の掲載価格，専門工事業者

の見積価格等を参考として積算する｡  

   ａ．所要量  

     所要量は，設計図書に示された設計数量又は施工計画に基づく計画

数量で，運用指針の定める方法により算出する。  

   ｂ．労務単価  

     労務単価は，「公共工事設計労務単価」による。  

     ただし，一般的な作業時間以外の作業又は山間へき地，離島等の工

事にあっては，適宜の割増しを行う。  

     なお，「公共工事設計労務単価」の職種区分によりがたい職種は，

他の職種を適宜読み替えるものとする。  

  3) 専門工事業者等の諸経費 

    専門工事業者等の諸経費を積算標準によって算出する。 

  4) 特許使用料 

    特許使用料は，当該工事の施工に必要な特許権使用料及び技術者等の

派遣に要する費用を算出する。  
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  5) 運搬費等 

    工事に必要な材料、機械器具類を工場等から現場事務所等に運搬する

費用及び、制限区域内等の工事施工場所の条件に応じて，現場事務所等

から工事施工場所まで材料及び労務者等の運搬のために要する費用を算

出する。 

  6) 機械器具費 

    工事の施工に直接必要な機械器具の償却，修理及び管理費用を算出す

る。 

  7) 仮設材費 

    工事の施工に直接必要な仮設用の償却費を計上する。 

  8) 複 合 費 

    複合費として計上する場合の直接工事費は，工事種目毎に施工に必要

となる数量と複合単価により積算する。 

   ａ．数 量 

     数量は，設計図書に示された設計数量に基づき，運用指針の定める

方法により算出する。  

   ｂ．複合単価  

     複合単価は，積算標準により，材料，労務，機械器具等の各要素と

単位施工あたりに必要とされる数量から構成される歩掛りに，次の単

価等を乗じて算定する。  

   ｃ．材料単価  

     材料及び機器の単価は，現場渡し価格とし，刊行物等の掲載価格等

による。 

   ｄ．労務単価 

     労務単価は，「公共工事設計労務単価」による。 

     ただし，基準作業時間外の作業又は山間へき地，離島等の工事にあ

っては，労務単価の割増しを行うことができる。 

  9) 市場単価 

    材料費、労務費、機械器具費等（専門工事業者等の諸経費を含む）に

よって構成される単位施工あたりの市場での取引価格（＝市場単価）で

あり、工事費の積算に利用する。 
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  10) 単位施工単価 

    複合単価と市場単価を組み合わせることにより単位施工あたりに必要

とされる標準的な材料費、労務費等の内訳を把握できるようにした単価

であり、工事費の積算に利用する。 

 

  ２．共通仮設費  

    共通仮設費は，２－４，２．１により算出し，これを一式として計上

する。  

 

  ３．現場管理費  

    現場管理費は，２－４，２．２により算出し，これを一式として計上

する。  

    また，追加工事等の場合は，別に定める方法により算出する。   

 

  ４．一般管理費等  

    一般管理費等は，２－４，２．３により算出し，これを一式として計

上する。  

 

  ５．消費税等相当額の積算  

 消費税等相当額は，工事価格に消費税及び地方消費税相当額の税率を

合算した税率を乗じて算出する。  

 

  ６．負 担 金 

    電力，電話，水道等の負担金を工事価格に含める必要がある場合は，

他の種目と区分し計上する。  

 

  ７．設計変更の取扱  

    設計変更における工事費は，公共建築工事積算基準による。  
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